
 

 

 

 

１月６日島根県東部を震源とする地震に係る被害状況と対応について 

 

１ 地震の概要 

① 発生日時  令和８年１月６日（火）１０時１８分頃 

② 地震の規模 マグニチュード６．４ 

③ 各地の最大震度（震度３以上） 

 震度５強 松江市、安来市 

震度５弱 雲南市 

震度４  出雲市、奥出雲町、浜田市、大田市、川本町、邑南町、海士町 

 震度３  飯南町、美郷町、益田市、江津市、隠岐の島町 

 

２ 県・市町の災害体制 

（１）県の体制 

・１月 ６日（火）１０時１８分 災害対策本部設置（自動設置） 

・１月１５日（木）１２時００分 災害対策本部廃止 

【会議の開催状況】 

・１月 ６日（火）１１時１５分 島根県災害対策本部会議（第１回）  

・１月 ６日（火）１６時００分 島根県災害対策本部会議（第２回） 

・１月 ７日（水）１３時００分 島根県災害対策本部会議（第３回） 

・１月１５日（木）１１時３０分 島根県災害対策本部会議（第４回） 

 

（２）市町の体制（初動） 

     ・災害対策本部  松江市、安来市 

・災害警戒本部  浜田市、雲南市、奥出雲町、川本町 

・警戒体制    出雲市、益田市、大田市、江津市、邑南町 

※１月１５日（木）１２時００分時点で全ての市町が体制解除済み 

 

３ 被害状況（１月１５日９時時点） 

（１）人的被害 

   ６名 

重傷２名（松江市１名、安来市１名） 軽傷４名（松江市３名、安来市１名） 

 

（２）建物等被害 

   住家被害  一部破損７２棟（松江市２５棟、出雲市５棟、安来市４２棟） 

   非住家被害 半壊１棟（安来市１棟） 
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（３）避難状況（１月６日から８日の最大値） ※１月８日１９時に全ての市町が閉鎖 

松江市   避難者数  ８９名  避難所開設数 ２９か所 

出雲市   避難者数    ７名   避難所開設数  ７か所 

安来市   避難者数  ２９名  避難所開設数 １７か所 

奥出雲町  避難者数   １名  避難所開設数  ９か所 

計     避難者数 １２６名  避難所開設数 ６２か所 

 

（４）避難勧告等の発令状況 

   発令なし 

 

（５）停電 

安来市：停電戸数（最大）約７０戸 （１月７日１時５４分頃） 

全戸復旧         （１月７日午前中） 

 

（６）水道関係 

  ① 安来市伯太町草野地区 断水戸数：１９戸（１月７日１２時００分復旧） 

② 出雲市斐川町阿宮地区 断水戸数： ４戸（１月７日０３時００分復旧） 

③ 松江市東出雲町上意東中組地区・奥組地区 断水戸数：２０戸 

（漏水の復旧工事のための計画断水）   （１月６日１８時５０分復旧） 

 

（７）土木施設等被害 

① 道路規制等（全面通行止） 

      県 道：最大２路線２か所（１月１５日９時時点 １路線１か所） 

  ② 施設被害等 

ダ  ム：１か所（布部ダム：管理所壁面ひび割れ、洪水調節用ゲート漏水） 

空  港：１か所（出雲縁結び空港：２階ロビー天井ガラスひび割れ） 

下水道：１か所（宍道湖東部浄化センター：水質試験室内ガラスのひび割れなど）  

③ 土砂災害 

１か所（がけ崩れ１か所） 

 

（８）農林水産関係被害 

① 農地・農業用施設  揖屋干拓地（松江市意宇町・東出雲町） 

一部農地の液状化   ３か所 

農道のひび割れ   １５か所  

水路の損傷     ２５か所 

排水機場の階段損傷  １か所 

② 農作物・農業用共同利用施設等 １１か所 

③ 林道・治山           ２か所 

④ 林産施設等           １か所 

⑤ 水産物・水産施設        １か所 

※土壌採取・分析の結果、塩水が噴出していないことを確認 

 

（９）企業局施設被害 

   飯梨川工業用水道施設   漏水：３か所（１月６日に復旧）  

※ 
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（１０）公共交通機関等への影響 

  ① ＪＲ（県内関係分） 

   ・山陰本線       １月６日 一部運転取り止め 

   ・木次線        １月６日 一部運転取り止め 

・山口線         １月６日 一部運転取り止め 

   ・伯備線［特急やくも］ １月６日 一部運転取り止め 

 ② 一畑電車        １月６日 一部運転取り止め 

  ③ 高速バス 

    ・一畑バス  松江～広島       １月６日    一部運休 

           出雲～広島、出雲～岡山 １月６日    全便運休 

           出雲～大阪       １月６日～７日 全便又は一部運休 

    ・JRバス中国 出雲～神戸       １月６日    一部運休 

           出雲～大阪・京都    １月６日    一部運休 

  ④ 高速道路 

    ・松江自動車道 雲南吉田IC～三刀屋木次IC １月６日10：18 全面通行止め 

                         １月６日14：20 解除 

    ・安来道路   安来IC～米子西IC     １月６日10：20 全面通行止め 

                         １月６日13：30 解除 

 

（１１）教育施設関係（施設被害） 

① 県立学校      １８施設 

② 市町村立学校等   ５９施設 

③ 私立学校       ２施設 

④ 専修学校       ２施設 

⑤ 文化財       １１件 

     

（１２）医療機関（施設被害） 

  ① 病院    ４施設 

    安来市立病院で３階連絡通路など建物の一部に亀裂 

    ・一般外来、手術、救急車の受入中止（1/6、1/7） 

    ・一般外来、救急車の受入再開（1/8） 

② 診療所等 １０施設 

 

（１３）社会福祉施設（施設被害）  

① 高齢者施設      ３７施設  

② 障がい者施設      ７施設  

③ 児童福祉施設      ２施設  

④ 保育所等       ２８施設 

 

（１４）商工関係（施設被害） 

  ① 建物被害等     ３２事業者（松江市１１事業者、安来市１６事業者、 

奥出雲町２事業者、出雲市２事業者、雲南市１事業者） 

② 臨時休業（観光施設）  １施設（安来市） 
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（１５）県庁舎・県立施設（施設被害） 

  ① 環境生活部所管    ５施設（県立美術館、島根県民会館、県立はつらつ体育館、 

                  県立武道館、県立水泳プール） 

 ② 健康福祉部所管    ３施設（県立東部総合福祉センター、県立松江高等看護学院、 

保健環境科学研究所） 

  ③ 農林水産部所管    １施設（水産技術センター浅海科庁舎） 

  ④ 商工労働部所管    １施設（県立産業交流会館） 

⑤ 教育委員会所管    ２施設（埋蔵文化財調査センター、県立図書館） 

⑥ 警察本部所管     ４施設（松江警察署、安来警察署、出雲警察署、 

出雲警察署天神職員宿舎２号） 

 

４ 関係機関等の対応 

（１）上空からの情報収集 

  ① 島根県防災ヘリ             （活動時間 １月６日１１時３６分～１５時２８分） 

   ② 自衛隊ヘリ                  （活動時間 １月６日１２時３０分～１４時００分） 

  ③ 海上保安庁固定翼機          （活動時間 １月６日１１時４３分～１４時５８分） 

  ④ 国土交通省ヘリ              （活動時間 １月６日１４時２０分～１６時４０分） 

          （活動時間 １月７日 ９時４５分～１０時３０分） 

⑤ 林野庁近畿中国森林管理局ヘリ（活動時間 １月９日１０時００分～１２時００分） 

 

（２）県災害対策本部への連絡員派遣 

中国地方整備局、中国運輸局、中国四国農政局、松江地方気象台、 

第八管区海上保安本部境海上保安部、自衛隊島根地方協力本部、 

陸上自衛隊第13偵察戦闘大隊、日本赤十字社島根県支部、島根県警察本部、 

（株）ＮＴＴドコモ島根支店 

 

（３）その他の応援 

  ① 高知県 

「中国・四国地方の災害等発生時の広域支援に関する協定」に基づき、職員２名を 

県災害対策本部へ派遣 

  ② 自衛隊 

   陸上自衛隊第１３偵察戦闘大隊が、１月６日１３時３０分から１６時００分にかけて 

車両による陸上偵察を実施 

 

５ 県の支援状況（１月１５日９時時点） 

（１）県からの派遣 

   安来市災害対策本部に連絡員として職員２名を派遣（１月９日まで） 

 

（２）物資提供 

  ① １月６日にブルーシート計３１５枚を安来市（２５０枚）、雲南市（６５枚）へ提供 

  ② １月９日にブルーシート計３００枚を安来市へ追加提供 
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（３）災害派遣医療チームの派遣 

   島根県保健医療福祉調整本部を設置し、安来市立病院からの要請に基づき、災害派遣医療

チーム（島根ＤＭＡＴ）２隊１２名を派遣して、入院患者の院内移転を支援 

 

（４）相談体制の整備 

  ① 農林水産振興センター等に農林水産関係相談窓口を設置 

  ② 県及び商工団体等に中小企業特別相談窓口を設置 

 

（５）県税の特例制度 

   県ホームページ等で被災者へ県税の特例制度（納税の猶予・減免）を周知 

 

（６）広報対応 

 ① 島根県ホームページ（多言語で閲覧可能） 

   ・トップページ「災害・緊急情報」に「しまね防災情報」の掲載 

   ・トップページ「注目情報」に地震に係る県の対応について掲載 

 ② その他 

   ・県公式ＬＩＮＥでの呼びかけ（多言語で受信可能） 

   ・ラジオスポットＣＭでの呼びかけ 

・地震に係る県の相談窓口等について新聞広報（１月中予定） 
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